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１【提出理由】

当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金

融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該事象の発生年月日

2017年８月10日

 

(2）当該事象の内容

　　　 米国法人ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社及び同社グループの米国外の事業会社群の持株会社で

ある東芝原子力エナジーホールディングス(英国)社は、2017年３月29日に米国連邦倒産法第11章に基づくニュー

ヨーク州南部地区連邦破産裁判所への再生手続開始の申立てを行いました。当該再生手続申立てに伴い、ウェスチ

ングハウス社グループに関して、再生手続に伴う会計処理が必要となりました。ウェスチングハウス社グループの

決算・監査手続の完了を受け、当社グループの決算・監査手続が完了し、当該再生手続申立てによる当社2016年度

業績に対する影響額が確定しました。

 

(3）当該事象の連結損益及び損益に与える影響額

再生手続申立てにより、ウェスチングハウス社グループは、2016年度通期決算から、当社連結対象から除外さ

れ、当該グループに係る経営成績は、連結損益計算書上、非継続事業として取り扱われることになりました。これ

により、2016年度の当社連結財務諸表において、ウェスチングハウス社グループの連結除外益として4,620億円を、

主に米国原子力発電所建設プロジェクトにおいて当社が電力会社に提供している親会社保証に関連する損失として

6,877億円を、当該グループへの当社債権に対する貸倒引当金として2,421億円を、非継続事業からの非支配持分控

除前当期純損失に計上しました。

また、2016年度の当社個別財務諸表(単独)においても、親会社保証に関連する損失として6,877億円を、ウェスチ

ングハウス社グループに関する株式評価損として4,434億円を、当該グループへの当社債権に対する貸倒引当金とし

て1,233億円を特別損失に計上しました。

 

以　上
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